
 

 
          

 

 

 
 

 
 

  
 

  

 
 

 
 

 
 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

県事協

2020年度 詳しくは共済のしおり（鹿児島支部ホームページ）を参照のこと

３か月を超えるパート・アルバイト勤務で
収入月額が不安定な場合，108,334円以上
の収入のある月が３か月連続したときは，
認定取消の手続が必要となる。

パート・アルバイト勤務であっても，条件を
満たすときには勤務先から社会保険の適用を
受ける場合がある。 
勤務先において公的医療保険制度の被保険者
となったとき（保険証を交付されたとき）に
は共済組合員の被扶養者とはならない。

給与収入者以外の確認書類の例 
○事業所得・不動産所得・農業所得者等：確定申告書及び収支内訳書の写し 
○年金受給者：年金証書・改定通知書等の写し又は送金案内書の写し

 

 

所得減少（超過）による被扶養者認定（取消）のときに被扶養者認定（取消）申告書
[整理番号10]に添付する（雇用形態及び月毎の収入状況が分かる書類でも可）。




